
  助成金公募に関するご質問 

 

過去に皆様からよくいただいた質問を下記にまとめましたので、ご参考にしていただけ

れば幸いに存じます。 

 

１．公募に関する件 

 

Q1-1：公募の案内はどこで知ることができますか。 

A1-1：助成金事業を行っている団体などを探す場合、インターネットの検索サイトを利

用するのが一般的になってきました。当財団もホームページに募集要領を掲載していま

すので、簡単に検索できます。（「認知症 助成 大阪」で Yahoo Japan の最上位に） 

 

Q1-2：どのくらいに頻度で募集されていますか。 

A1-2：現在は 1 年に 1 回となります。4 月初旬～5 月中旬に募集期間を設けています。 

 

 

２．応募資格に関する件 

 

Q2-1：前年助成を受けましたが、研究に参加していた共同研究者は応募できますか。 

A2-1：はい、応募できます。但し、前年受贈者の研究内容と酷似している場合は、選考委

員会の判断で対象外とさせていただく場合があります。 

 

Q2-2：私は医師ではありませんが、看護師や作業療法士、理学療法士も応募できますか。 

A2-2：はい、応募可能です。認知症ケアや介護部門における調査研究など、医師以外の研

究者からの応募が最近増えてきています。 

 

 

３．助成研究対象に関する件 

 

Q3-1：認知症の基礎研究は対象になりませんか。 

A3-1：現在のところ、臨床的研究に限らせていただいております。 

 

Q3-2：どのような研究が対象になるのか教えて欲しい・ 

A3-2：当財団ホームページに過去の受贈者が掲載されています。研究タイトル等を参考

にして下さい。 



 

 

４．助成期間に関する件 

 

Q4-1：複数年研究（助成）を認めてもらえないでしょうか。 

A4-1：助成金の原資となる寄付金や運用益は毎年変動するため、毎年助成金額は一定で

はありません。複数年研究（助成）の場合、次年度の助成金額を予算取りしておく必要が

あり、次年度に他の研究者に助成金が行き渡らないなど影響も懸念されますので単年度

を原則としています。 

 

 

５．助成金額に関する件 

 

Q5-1：助成金額の申請額はいくらでも構いませんか。 

A5-1：上限 200 万円の範囲内で、研究内容に応じて十万円単位で申請して下さい。 

 

Q5-2：応募が多数の場合、申請額が減額されることはありますか。逆に応募が少ない場

合は、増額されることはありますか。 

A5-2：あくまでも研究内容にどれだけの価値があるかどうかが判断基準です。しかしな

がら、応募が多数の場合は減額することもあり得ます。応募が少ない場合も 1 件の限度

額は 200 万円までです。 

 

 

６．申請に関する件 

 

Q6-1：Macintosh を使っていますが、Macintosh のファイル形式は対応可能ですか。 

A6-1：Windows 形式しか準備できませんので、申請者側で変換する等で対応願います。

提出するファイルは Windows のファイル形式（doc、docx）でお願いします。 

 

Q6-2：申請書類は持参して提出することも可能ですか。 

A6-2：提出日の公的な記録が残りませんので、提出は書留郵便でお願い致します。 

 

 

７．選考に関する件 

 

Q7-1：選考の経緯などは公開されますか。 



A7-1：一般には開示いたしません。助成対象者等贈呈式に出席した方々には選考委員長

より選考の経緯をご説明致します。 

 

Q7-2：選考委員は公開されていますか。また、任期は何年ですか 

A7-2：パンフレットに掲載しています。任期は 2 年です（但し、再任は妨げない） 

 

 

８．助成金受取に関する件 

 

Q8-1：受取口座を大学の指定する口座にお願いしたいのですが。 

A8-1：大学所定の必要書類があれば当財団で記入し大学側に提出致します。大学の総務

部等の担当部署と連絡を取り合い対応いたします。 

 

Q8-2：助成金を分割で受け取ることは可能でしょうか。 

A8-2：不可です。 

 

 

９．報告に関する件 

 

Q9-1：報告した論文は一般に公開されますか。 

A9-1：論文は年度ごとに事務局で編纂し、機関誌（年報）として年 1 回発行しています。

年報は申請者本人並びに共同研究者と教授等、研究に関わった方々を中心に配布してい

ます。その他、次年度の公募案内先や財団役員、行政関係者等にも配布し、一般には出回

ることはありません。また、ホームページには申請者名と所属機関、研究のタイトルのみ

を掲載し本文のダウンロードなどは行っておりません。 

 

Q9-2：領収書などの資金使途証明は必要でしょうか。 

A9-2：医学研究助成金については、報告時に支出報告書と 1 件 10 万円超の費用の領収書

を提出して頂きます。海外派遣助成金については、期限内に報告書のみ提出して頂きます。 

 

＜本件ご紹介先＞ 

〒560-0082 豊中市新千里東町 1-4-1 

阪急千里中央ビル 8F 

公益財団法人大阪認知症研究会. 林 

TEL：06-6833-1337 FAX：06-6833-6599 


